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                           陳  情  の  要  旨 
 

 

昭和40年代初め頃から吉祥寺元近鉄裏は常に環境浄化の市民運動の対象となり、その

都度行政の協力もあって一定の成果を上げてきた。しかし、ここにきて最近の風俗店の

増加とその営業活動の活発化がますます顕著となる反面、新しい大型マンションの完成

により新しい若者家族の居住がふえ、既存住民を含めた双方の摩擦は限度を超えてきて

いる。 

現在、監視カメラ設置による牽制、ブルーキャップによるパトロールが実施されてい

るが、残念ながらその効果は非常に限定的で、最近の経済環境の変化から風俗店が増加

傾向にあり、いわゆる客引きが路上で堂々と声かけを行い、女性も出没している。さら

に「キャバクラ案内所」までオープンした。これは現在のやり方では効果を上げていな

いことになり、もう一歩踏み込んだ対応が必要となっている。 

以上のことから、市道第 298号線、クックロード、みその通りを中心としたイースト

吉祥寺エリアの環境整備及びキャバクラ客引き取締り対策として、強制的な排除力のあ

る取締り市条例の早急な制定を求め、陳情する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


